
議案第14号 

   産業教育手当に関する規則の一部改正について 

 

  令和５年２月22日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年岩手

県条例第35号）の制定に伴い、給料７割措置の対象者に係る産業教育手当の

計算方法を定める改正を行うものである。 

 

第２ 規則案の内容 

(１) 暫定再任用短時間勤務職員は短時間勤務職員とみなして、規則の規定を

適用すること。（附則第２項関係） 

(２) 産業教育手当の基礎額に給料月額のほか、役職定年者への特例による給

料の額を含むこととすること。（附則第３項関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

 令和５年４月１日から施行すること。  
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 産業教育手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和 年 月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第 号 

   産業教育手当に関する規則の一部を改正する規則 

産業教育手当に関する規則（昭和32年岩手県人事委員会規則第17号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

 ［略］ １ ［略］ 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備等に関する条例（令和４年岩手県条例第33号）第11条

又は第12条の規定に基づき採用された職員は、第２条に規定

する短時間勤務職員とみなして、この規則の規定を適用する

。 

 ３ 条例附則第41項、第43項、第45項又は第46項の規定による

給料を支給される職員に対する第５条第１項の規定の適用に

ついては、当分の間、同項中「給料月額」とあるのは、「給

料月額と条例附則第41項、第43項、第45項又は第46項の規定

による給料の額との合計額」とする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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